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第１章 脱炭素社会の実現 

近年、地球温暖化は世界全体で深刻な問題となっています。この100年間の年平均気

温は、世界で0.74℃、日本で約1℃、東京では約3℃上昇していると言われ、大都市を

中心に世界中で温暖化が進行しています。都市部においては、ヒートアイランド現象の

影響も考慮しなければなりませんが、気温の上昇傾向はさらに顕著となっています。  

第１節 地球温暖化の現状 

１ 地球温暖化の原因 

地球温暖化の主たる原因は、人間活動

による温室効果ガスの増加である可能性

が極めて高いと考えられています。産業

革命以降、人間活動による化石燃料の使

用や森林の減少などにより、大気中の温

室効果ガスの濃度は急激に増加しました。  

主な温室効果ガスには、二酸化炭素、

メタン、一酸化二窒素、フロンガスがあ

り、二酸化炭素が地球温暖化に及ぼす影

響が最も大きな温室効果ガスとなってい

ます。二酸化炭素の大気中の濃度は過去

数百年にわたって280ppm程度でしたが、

産業革命以降上昇を始め、特にここ数十

年で急激に増加しています（図2-1-1）。

急激な温室効果ガスの増加により、大気

の温室効果が強まったことが地球温暖化

の原因と考えられています。 

２ 地球温暖化による影響の予測 

IPCC(国連気候変動に関する政府間パ

ネル)の第5次評価報告書によると、21世

紀末の地球の平均気温は20世紀末に比べ、

温室効果ガスの大幅な排出削減を行った

場合でも約0.3～1.7℃、非常に高い温室

効果ガスの排出が続いた場合は約2.6～

4.8℃上昇するとされています。非常に高

い温室効果ガスの排出が続いた場合、海

面水位は21世紀末に約45～82㎝上昇す

ると予測されており、また、今世紀中頃

までに北極海の氷が夏季には完全に融け

てしまう可能性が高いと予測されていま

す。さらに、極端な高温や大雨の頻度が

増加する可能性が非常に高いと予測され

ています。 

第２部 環境保全の取り組み 

図2-1-1 西暦0年から2011（平成23）年までの二酸化炭素の大気中の濃度の変化 

IPCC第5次評価報告書より 

関連するSDGs    
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日本では、今後も温室効果ガスを多く

排出する場合、100年後には気温が現在

より3℃程度高くなり、真夏日（最高気

温が30度以上となる日）の日数はさらに

増加することが予測されています。東京

の現在の真夏日は年間約46日ですが、

21世紀末には年間約103日となり、1年

の3割近くが真夏日になると予測されて

います。 

今後、気候の変化がもたらす様々な自

然・社会・経済的影響に対して、世界各

国と協力し、解決策を見出していかなけ

ればなりません。 

第２節 地球温暖化に関する動向 

１ パリ協定 

2015（平成27）年12月に、COP21

（国連気候変動枠組条約第21回締約国会

議）で採択された「パリ協定」は、発効

要件である①世界の55か国以上、②世界

の温室効果ガス総排出量55％以上を満た

し、2016（平成28）年11月4日に発効

しました。パリ協定は、京都議定書に代

わる、2020（令和2）年以降の温室効果

ガス排出削減等のための新たな国際的な

枠組みで、歴史上初めて全ての国が参加

する公平な合意です。 

パリ協定では、世界共通の温室効果ガ

スの長期削減目標として、産業革命前か

らの気温上昇を2℃未満に抑制すること

を規定するとともに、1.5℃までへの抑制

に向けた努力を継続することとしていま

す。また、主要排出国、途上国を含む全

ての国が、削減目標を策定し、国内対策

を進めながら、5年ごとに目標を提出・

更新することとしています。各国は取り

組み状況を定期的に報告し、専門家によ

るレビューを受けるとともに、世界全体

としての進捗を評価するため、実施状況

を5年ごとに確認することとしています。  

その他に、「適応の長期目標の設定、

各国の適応計画プロセスや行動の実施、

適応報告書の提出と定期的更新」「イノ

ベーションの重要性の位置付け」「先進

国が資金の提供を継続するだけでなく、

途上国も自主的に資金を提供すること」

「日本が提案した二国間クレジット制度

（JCM）も含めた市場メカニズムの活用」

などの内容があります。 

２ 国内の取り組み 

2015（平成27）年7月に国連に提出

した「日本の約束草案」や「パリ協定」

を踏まえ、日本の地球温暖化対策を総合

的かつ計画的に推進するための計画であ

る「地球温暖化対策計画」が2016（平

成28）年5月13日に閣議決定されました。

また、「地球温暖化対策の推進に関する

法律の一部を改正する法律案（以下「地

球温暖化対策改正法」という。）」が、

2016（平成28）年5月27日に公布・施

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイトより

（https://www.jccca.org/) 

■ アンデスから崩落する氷河 ■ 干天のため枯死した農作物 

 

■ 浸水した町 

http://www.jccca.org/images/thumbs/photo_garelly/157.jpg
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行されました。 

「地球温暖化対策計画」では、2030

（令和12）年度に2013（平成25）年

度比で温室効果ガスを26％削減するとの

中期目標について、各主体が取り組むべ

き対策や国の施策を明らかにし、削減目

標達成への道筋を付けるとともに、長期

的目標として2050（令和32）年までに

80％の温室効果ガスの排出削減をめざす

ことを位置付けています。 

「地球温暖化対策改正法」では、国民

一人ひとりの意識の変革やライフスタイ

ルの転換を図るための普及啓発・国民運

動の強化、地球規模の排出削減に貢献す

る国際協力を通じた温暖化対策、複数の

地方自治体が広域的に連携して取り組む

地域レベルでの温暖化対策などを推進し

ていくとしています。 

国、地方公共団体、事業者、国民が気

候変動への適応を推進するため、気候変

動適応法（2018年（平成30）6月13日

公布・同年12月1日施行）が制定され、

2018（平成30）年2月20日に気候変動

適応計画が閣議決定されました。（同年

7月20日公布・同年12月1日施行）。温

室効果ガスの排出等の「緩和策」だけで

なく、気候変動の影響を回避・軽減する

「適応策」に取り組むこととしています。  

（１）国民運動「COOL CHOICE」 

（ https://ondankataisaku.env.go.j

p/coolchoice/） 

家庭部門・業務部門では、エネルギー

消費が大幅に増加しています（図2-1-

2）。 2030（令和 12）年度に 2013

（平成25）年度比で温室効果ガスの排出

量を26％削減するという目標を達成する

ためには、家庭部門・業務部門で約40％

の大幅な削減が必要となります。 

地球温暖化対策改正法では、目標達成

のため、家庭・業務部門における脱炭素

な「製品」「サービス」「ライフスタイ

ル」などの温暖化対策に資するあらゆる

「賢い選択」を促す国民運動「 COOL 

CHOICE」を推進しています。（詳しい

内 容 は 、 環 境 省 ホ ー ム ペ ー ジ 内 の

「COOL CHOICE」ウェブサイトに掲載

されています。） 
 

① 「COOL CHOICE」の取り組み  
Ⅰ 脱炭素製品への買い換え 

例 LED・エアコン・冷蔵庫・エコカーなど

の省エネ製品 

高効率給湯器、節水型トイレ（※） 

高断熱高気密住宅の新築・リフォーム 

※節水を行うことにより、水を汲み上げる

設備の使用を控えるため、節水が節電・

CO２削減につながります。  
Ⅱ 脱炭素サービスの選択 

例 公共交通、カーシェアリング 

  バイク（自転車）シェアリング 

  脱炭素物流サービス、スマートメータに

よる「見える化」  
Ⅲ 脱炭素なライフスタイルへの転換 

例 クールビズ、ウォームビズ 

クールシェア、ウォームシェア 

エコドライブ、自転車の利用 

森・里・川・海の保全・活用 

図2-1-2 日本のエネルギー消費 

の部門別伸び率 



第２部  環境保全の取り組み  第１章  脱炭素社会の実現 

- 20 - 

（２）「気候変動キャンペーン」 

Fun to Share 

（ https://ondankataisaku.env.go.j

p/funtoshare/） 

環境問題の

一つとして地

球全体の気候

変動問題があ

ります。一人

ひとりがこの

問題を正しく

認識し、行動

に移していく

ため、気候変動問題をテーマとした「気

候変動キャンペーン」を2014（平成26）

年3月に立ち上げました。 

気候変動キャンペーンでは、企業、団

体、地域社会、国民一人ひとりが連携し

てライフスタイル・イノベーションにつ

ながる情報・技術・知恵を共有し、連鎖

的に拡げていくことで国全体として豊か

な脱炭素社会を実現していくことをめざ

しています。 

具体的な取り組みとして、公式ホーム

ページやソーシャルネットワーキングサ

ービス（SNS）の活用などにより、各主

体の取り組み情報を共有する場を設ける

こととしています。また、説明力と発信

力のある専門家などにより IPCC報告書を

ベースに気候変動についての分かりやす

い情報発信を行う「 IPCCリポート  コミ

ュニケーター」事業を展開していくこと

としています。 

（３）地球温暖化の『適応策』 

地球温暖化の原因となる温室効果ガス

の排出を抑制して地球温暖化の進行を食

い止める様々な取り組みを“緩和策”と

呼ぶのに対し、気候の変動やそれに伴う

気温・海水面の上昇などに対して人や社

会、経済のシステムを調節することで影

響を軽減しようとする取り組みを“適応

策”と呼びます。具体例としては、渇水

対策や農作物の新種の開発、熱中症への

対応、沿岸防護のための堤防や防波堤の

構築、水利用の高効率化、土壌の栄養素

の改善、伝染病の予防などが挙げられて

います。

環境省資料より 

図2-1-3 気候変動と緩和策・適応策の関係 
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第３節 板橋区の温暖化の現状と取り組み 

１ 進行する板橋区の温暖化 

板橋区でも、温暖化は早い速度で進行し

ています。この数十年間で、平均気温は上

昇し続け（図2-1-4）、最低気温が0℃未

満の日は急激に減少（図2-1-5）、最高気

温が30℃以上の日は大幅に増加（図2-1-

6）しました。 

 

 

２ 板橋区の温室効果ガス排出量の実態 

板橋区では2013（平成25）年3月に

「板橋区地球温暖化対策実行計画（区域

施策編）」（以下「温暖化計画」とい

う。）を策定し、2013（平成25年）～

2020（令和2）年度の8年間で1990

（平成2）年度と比較して、板橋区全体

で温室効果ガスを1.8％削減（新たな対策

を行わない場合と比べて17.6％削減）す

るという目標を掲げましたが、 2016

（平成28）年度の温室効果ガスの総排出

量は約205.8万t-CO2で、1990（平成2）

年度比7.5％減という結果になりました。 

一方、エネルギー消費量は、 2011

（平成23）年に発生した東日本大震災以

降、省エネ・節電対策や再生可能エネル

ギーの普及が進んだことによって減少傾

向を示し、2016（平成28）年度のエネ

ルギー消費量は約21,539TJで、1990

14
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16
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1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

（年）

(℃)

図2-1-4 板橋区（氷川町※）の 

  平均気温の推移 
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図2-1-6 板橋区（氷川町※）の最高気温が 

     30℃以上（真夏日）の日数の推移 
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図2-1-5 板橋区（氷川町※）の最低気温が 

     0℃未満（冬日）の日数の推移 

※ 板橋氷川測定室(氷川町13-1）は、板橋

第一小学校改築工事のため、2010（平成

22）年10月に一旦休止し、同年12月から

2016（平成28）年3月まで、いたばし総

合ボランティアセンター（本町24）に仮移

転して測定しました。  

※ 仮移転中のデータは白抜き◇で表示して

います。  
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（平成2）年度比26.6％減という結果に

なりました。 

一方、温室効果ガス排出量は、その算

出基礎となるエネルギー消費量の減少幅

に比べ、ゆるやかな減少にとどまってい

ます。これは原子力発電所の稼働停止に

伴う、電力のCO2排出係数の上昇が要因

と考えられます。 

図2-1-9は、各部門の1990（平成2）

年度からのCO2排出量の変化を示したグ

ラフです。運輸部門と産業部門ではCO2

排出量が減少しているものの、業務部門

と家庭部門では大幅に増加しており、家

庭部門では、基準年度から31.0％の増加

となっています。  

図2-1-9 板橋区のCO2排出量の内訳 

※  図2-1-9は、1990（平成2）年度を

100として、 1995（平成 7）・ 2000

（平成12）・2005（平成17）・2010

（平成22）・2016（平成28）年度の伸

び率を算出したものです。  
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図2-1-7 区内温室効果ガス排出量 

 

図2-1-8 区内エネルギー消費量（熱量換算） 
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３ 板橋区地球温暖化対策 

実行計画（区域施策編） 

板橋区では地球温暖化を防止するため、

2005（平成17）年12月に「板橋区地

球温暖化防止地域推進計画」（以下「地

域推進計画」という。）を策定し、温室

効果ガス排出量の削減目標と区民・事業

者・区民団体・区等が取り組むべき対策

を定め、各主体が一体となった取り組み

を進めてきました。地域推進計画では、

期間を2006（平成18）～2012（平成

24）年度の 7年間としていたため、

2013（平成25）年3月に、計画期間以

降の取り組みを定めた「板橋区地球温暖

化対策実行計画（区域施策編）」（以下

「温暖化計画」という。）を新たに策定

しました。 

温暖化計画は、区内の自然的条件・社

会的条件に即した地球温暖化対策に関す

る基本的な考え方のほか、区民・事業者

・区が各々の役割に応じて取り組むべき

対策と進行管理の方法等を示し、区内の

温室効果ガス排出量削減の取り組みを総

合的かつ計画的に推進することを目的と

しています。 

 

 

 

（１）望ましい都市像 

温暖化計画では、「板橋区環境基本計

画（第二次）」にて掲げられている環境

像の一つである「低炭素社会を実現する

まち」と、‘協創※’の考えを融合させ、

概ね2050（令和32）年度までにめざす

‘望ましい都市像’を次のとおり定めま

す。 

 

 

図2-1-10 協創※のイメージ 

【望ましい都市像】 

地域とともに低炭素社会をきずく 

～環境‘協創’都市 板橋～ 

※ 協創とは・・・  

本計画で取り入れた独自の概念で、計

画を実行していく上での主体となる区民

・事業者・区の３者が、パートナーシッ

プ（協働）の考え方に基づき取り組みを

推進していくことで継続的な改善・向上

を図り、相互に役割を担いながら低炭素

社会を創り上げていく姿を示します。  

出典：板橋区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（2013（平成25）年３月策定）  

（本計画策定当時は「低炭素社会」）  
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（２）計画期間 

温暖化計画は、2013（平成25）年度～2020（令和2）年度の8年間を計画期間とし

ています（図2-1-11）。また、概ね2050（令和32）年度までに“望ましい都市像”

を実現するための長期的な取り組みとして、「スマートシティ」の必要性とその構築に

向けた方向性を示しています。 

 

（３）温室効果ガスの削減目標 

区民・事業者・区による『協創』の取り組みにより、2020（令和2）年度までに区内

の温室効果ガス総排出量を1990（平成2）年度比で1.8％削減（新たな対策を行わない

場合と比べて17.6％削減）します。

注）2020（令和2）年度の現状趨勢
すうせい

（＝新たな対策を行わない場合）の排出量が

2009（平成21）年度と比較して大幅な増加と予測するのは、原子力発電所の稼動停止

に伴う電力のCO2排出係数の上昇見込み（0.389kg-CO2/kWh→0.514kg-CO2/kWh）

が大きく影響するためです。  

図2-1-12 削減目標 

224.2 214.8 220.1

47.2

267.3

0

50

100

150

200

250

300

1990年度
（基準年度）

2009年度
（直近年度）

2020年度
（目標年度）

削減量

排出量

（万t-CO2）

対策後

現状趨勢
本計画によって
47.2万t-CO2を削減
（現状趨勢比で17.6%削減）対策が何も行われな

い場合、2009年度比
で52.5万t-CO2増加

1990年度比で
　1.8%削減に相当

 

本計画の期間（8年間） 

2013年度 

（平成25年度） 

2020年度 

（令和2年度） 

年度） 

1990年度 

（平成2年度） 

基

準

年

度 

2006年度 

（平成18年度） 

前計画の期間（7年

間） 2006年度～2012年度 

概ね2050年度 

（令和32年度） 

2013年度～2020年度 

         

長期的な 

取り組み 

本
計
画
の
目
標 

望ま
しい
都市
像 

 

望
ま
し
い
都
市
像 



第２部  環境保全の取り組み  第１章  脱炭素社会の実現 

- 25 - 

（４）基本方針 

基本方針１【エネルギー】 

エネルギーを賢く作り使う 

電気やガスなどのエネルギーを効率よ

く使い、再生可能エネルギー等を積極的

に導入することで、二酸化炭素の排出を

抑えます。 

基本方針２【快適】 

涼しく緑あふれる居心地のよい空間を

ともにつくる 

区民・事業者がいきいきと活動できる

よう、街に緑があふれ、憩いと癒しが感

じられる快適な空間をつくります。 

基本方針３【まちづくり】 

地球にやさしいインフラを整える 

電気自動車、ハイブリッド自動車等の

普及の推進や、公共交通機関等を利用し

やすい環境を整備し、低炭素に移動でき

る手段を確保します。 

基本方針４【産業】 

環境産業の発展で地球を支える 

環境に配慮した経営や製品開発に取り

組む事業者を増やすことで、環境と経済

の好循環を生み出します。 

基本方針５【資源循環】 

限りある資源を大切に使う 

生産、流通から消費、処理・リサイク

ルに至る流れ全体の中で、3R（「ごみの

削減」、「再利用」、「リサイクル」の

総称）を推進する社会をめざします。 

基本方針６【人づくり】 

地球環境を考え行動する人を多く育てる 

多くの区民・事業者が地球温暖化対策

に参加するよう、協働や情報提供、環境

教育により取り組みを支援します。 

（５）重点施策 

温暖化計画では、6つの基本方針のも

と、14の施策の方向性を定め、それに付

随する対策として61の具体的な施策を示

しています。そのうち特に重点的に取り

組んでいく13の施策を「重点施策」とし

て位置付けています（表2-1-1）。 
 

 

表2-1-1 取り組みの体系表 
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（６）他自治体・海外とのパートナー 

シップ強化（ＩＣＬＥＩ
イ ク レ イ

） 

地球規模で進行する地球温暖化に対し

ては、個々の取り組みも重要ですが、様

々な主体が協働することにより、さらに

大きな効果が期待されます。区では

1995（平成7）年に、「持続可能性をめ

ざす自治体協議会－ ICLEI※」に加盟し、

世界の環境先進自治体や研究機関などか

ら情報を得ることや、 ICLEIを通じて区の

環境施策などの情報を発信することで、

環境への取り組みを的確で効果的に進め

ています。 

これまでの主な活動としては、2009

（平成21）年に、カナダのエドモントン

で行われた「 ICLEI世界大会」に招かれ、

地球温暖化対策として“緑のカーテン”

の取り組みについて発表を行ったほか、

2010（平成22）年5月には、マサチュ

ーセッツ工科大学教授が来日し、地球温

暖化対策の適応策の取り組みについて、

緑のカーテンなどのヒアリングや視察を

行いました。また、2011（平成23）年

10月には、メキシコシティ協定（自治体

の地球温暖化対策をオンラインで公表す

る ICLEIのプロジェクト「carbonn 都市

気候レジストリ」への報告を約束する協

定書）に署名するなどして、国際的なア

ピールも行っています。2012（平成24）

年度については、8月に ICLEIの協力のも

と、区役所内において「気候変動に対す

る対応策（適応策）についての説明会」

を実施し、気候変動の現状や対策につい

て関係各部署と情報の共有を図ったほか、

1月には「地域の気候変動適応策推進に

向けた日米セミナー」にて、区が取り組

む地球温暖化対策実行計画の概要や、気

候変動の影響に関するアンケート結果の

まとめについての発表を行いました。 

2018（平成30）年度には、タラノア

対話を紹介する国のポータルサイトに、

これまでの板橋区の取り組みを投稿した

ところ、環境省などから要請を受け、ポ

ーランド・カトヴィツェで開催された

「国連気候変動枠組条約第24回締約国会

議（COP24）」に坂本区長が登壇し、世

界に向けて大きく板橋区の環境への取り

組みを発表しました。 

2019（平成31・令和元）年度には、

気候変動対策を含む持続可能な開発目標

（SDGs)に取り組み、持続可能な社会の

実現に向けた枠組みである長野宣言に賛

同しました。 

また、板橋区環境マネジメントシステ

ムの規定に基づく環境教育・訓練の一環

である、管理職を対象とした研修に、

2014（平成26）年度、一般社団法人イ

クレイ日本理事長の浜中裕徳氏（テーマ

：脱炭素都市づくりをめざして～世界の

先進都市の活動と連携～）を、 2017

（平成29）年度、事務局長の大塚隆志氏

（テーマ：パリ協定と自治体、そして

SDGs ～自治体をとりまく世界の状況

～）を、それぞれ講師としてお招きし、

研修を実施しました。 

これからも、 ICLEIを活用することによ

って、国内外の自治体における最新情報

を入手し、気候変動現象への理解を深め、

区の地域特性を踏まえた施策の立案や強

化、実施方法等の検討を図っていくとと

もに、区の環境施策の取り組みを世界に

 
■COP24でスピーチする坂本区長 
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発信して、国内外からの評価、意見など

を得ることで、“環境の板橋”に磨きを

かけ、環境における新たな板橋ブランド

を構築していきます。

（７）緑のカーテンの普及 

緑のカーテンは、窓の外に植物を這わ

せた自然のカーテンで、夏場の強い日差

しを和らげ、冷房の使用を抑えることが

できるとされています。 

板橋区の緑のカーテンは、2003（平

成15）年度に地元の方々の協力のもと、

板橋第七小学校で始まり、その後、区の

施設はもとより多くの区民の方々の参画

を得て、全国に広がったと言われていま

す。 

2006（平成18）年度には、「緑のカ

ーテンを町ぐるみで広げよう」、「緑の

カーテンコンテスト」が始まり、現在ま

で続いています。「緑のカーテンを町ぐ

るみで広げよう」は、緑のカーテンの育

成方法やワンポイントアドバイス、講習

会やコンテストなどの情報を提供し、緑

のカーテンに取り組みやすい環境を作る

登録制度で、2018（平成30）年度末現

在、個人153件に登録いただいています。

また、「緑のカーテンコンテスト」は、

カーテンの育成に関する成功例や工夫例

などの情報共有を目的として実施してお

り、2018（平成30）年度は、個人部門

9作品、団体部門4作品、公共施設部門2

7作品の応募があり、11作品が受賞しま

した。(https://itbs-ecopo.jp/event/kn

ow/green-curtain/post-8747/) 

公共施設においても積極的に緑のカー

テンの取り組みを進めており、 2018

（平成30）年度は、区内の小中学校73

校、保育園35か所、児童館7か所等、計

161か所の区施設において実施しました。 

（８）「クールビズ」・「ウォームビズ」 

「クールビズ」は夏を涼しく過ごすた

めのビジネススタイルで、ノーネクタイ

・ノー上着が基本です。また、一人一台

※  ICLEI（イクレイ）について：持続可能な開発を公約した自治体及び自治体協会で構

成された国際的な連合組織。1990（平成2）年に43か国200以上の地方自治体が集ま

り、ニューヨークの国際連合で行われた「持続可能な未来のための自治体世界会議」で、

International Council for Local Environmental Initiatives（国際環境自治体協議会）

という名称で誕生しました。地域レベルでの持続可能な開発を推進するにあたって、人材

を養成し、知識を共有し、自治体を支援するために技術コンサルタント、トレーニング、

情報サービスを提供しています。  

■緑のカーテン（板橋区役所本庁舎） 
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のエアコン使用をやめ、涼しい場所をみ

んなでシェアする「クールシェア」とい

う呼びかけも行っています。 

「ウォームビズ」は、暖かくて働きや

すいビジネススタイルで、暖房に頼りす

ぎず、寒いときには着るという自然なス

タイルが基本です。板橋区では、2005

（平成17）年度から「クールビズ」「ウ

ォームビズ」に取り組んでおり、2018

（平成30）年度は「クールビズ」を5月

1日～10月31日に、「ウォームビズ」を

11月1日～3月31日に実施しました。 

（９）ヒートアイランド対策 

ヒートアイランド現象を緩和するには、

建物や工場などから排出される熱を低減

させることのほか、緑地や水面などの自

然被覆を増加させること、空気の流れが

生じやすいように道路や建物の配置を工

夫することなどが求められます。また、

省エネ性能の高い空調機器を設置したり、

緑化の推進、保水性舗装や遮熱性塗装を

活用したりすることなども効果的です。 

板橋区では、省エネ機器の設置などへ

の助成、緑のカーテンの普及、エコライ

フウィークにおける『打ち水キャンペー

ン』などを通じて、ヒートアイランド現

象の緩和に向けた努力を続けています。 

（10）エネルギーと環境に配慮した公共 

施設の整備 

エコポリスセンター（141ページ～）

は、太陽光発電システム、雨水利用シス

テム、屋上緑化、二重壁等が設置された

環境配慮型施設で、2015（平成27）年

度3月には、太陽光発電システムの改修、

太陽光採光システムの導入、窓に複層ガ

ラス・遮熱シートを導入しました。また、

2006（平成18）年1月には、リサイク

ルプラザに太陽光発電、風力発電システ

ムを設置しました。 

施設面での省エネルギー対策として、

区では施設の省エネルギー改修を行って

います。2001（平成13）年度には文化

会館と高島平図書館の改修を行い、

2004（平成16）年度には区役所本庁舎

においてESCO事業を行いました。また、

特別養護老人ホームみどりの苑で省エネ

改修工事を、さらに、2011（平成23）

年度から文化会館及び上板橋体育館、

2012（平成24）年度から教育科学館及

び大原生涯学習センターにおいて、それ

ぞれESCO事業を実施しています。CO2

削減予定量は、文化会館で122.8t-CO2、

上板橋体育館で282.9t-CO2、教育科学

館で74.1t-CO2、大原生涯学習センター

で13.7t-CO2となっています。 

金利

初期投資

ESCO実施前 ESCO実施後

エネルギー消費量
または

光熱水費支出

返
済
分

顧客の利益

ESCO事業者の経費

エネルギー消費量
または

光熱水費支出

保
証

事業：ビルなどの省エネルギー改善に

必要なサービスを包括的に提供し、それまでの

環境を損なうことなく省エネルギーを実現し、

その効果を保証する事業です。 事業に

必要な費用は、光熱水費の削減分で対応するこ

とを前提に、 事業者が契約により省エ

ネ効果を保証するため、新たな費用負担が発生

しないことが特徴です。 

図2-1-13 ＥＳＣＯ事業の仕組み 
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2011（平成23）年度には、「板橋区

公共施設省エネルギー・環境配慮設備等

導入基準」を策定し、2012（平成24）

年4月1日より板橋区環境マネジメントシ

ステム上で運用を開始しました。 

これは、区施設の整備を企画・予算化

・設計する段階から、環境に配慮した施

設づくりを推進するために定めた基準で

あり、区施設を建設・改修する際には、

原則として本基準に基づいた整備を行う

こととしました。 

（11）新エネルギー・省エネルギー機器 

の普及 

新エネルギー・省エネルギー機器につ

いては、東日本大震災以降、特に関心が

高まっています。区民・事業者・行政の

あらゆる主体が地域から、省エネルギー

・省資源の推進を図っていくとともに、

クリーンなエネルギーの導入を推進して

いくことが必要です。 

区では、1999（平成11）年5月より、

区内の一般家庭向け太陽光発電システム

に対する設置費補助制度を行っています。

この補助制度は、設置工事に係る費用の

一部を補助するものです。2009（平成

21）年7月からは住宅用燃料電池システ

ムが補助対象機器となり、その後2014

（平成26）年4月からは住宅用蓄電池シ

ステム・HEMS、2015（平成27）年4

月からは窓の断熱化、2016（平成28）

年4月からは集合住宅共用部LED化に対

しても設置費補助制度を行っています。 

また、2011（平成23）年4月からは、

中小企業者等の事業所向けの新エネルギ

ー・省エネルギー機器の設置費補助制度

を開始しました。この補助制度は、一般

住宅向けと同様に、設置工事に係る費用

の一部を補助するものです。なお、板橋

エコアクション等に取り組む事業所には

補助金の上限額が加算されます（補助対

象機器については、区のホームページ※

をご参照ください）。 

※  板橋区トップページ  ＞   防災・環

境・まちづくり＞   地球環境  ＞   届出

・助成・手続き  ＞住宅用新エネ及び省エ

ネ機器等導入補助金制度  

図2-1-14 ＨＥＭＳ導入イメージ 出典：iエネコンソーシアムＨＰ 
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（12）自転車通行空間整備事業 

「板橋区・豊島区自転車利用環境整備

基本計画」 

本計画は、板橋・豊島両区が、1999

（平成11）年12月9日、建設省（現国土

交通省）の自転車利用環境整備モデル都

市に指定されたことを受け、警視庁、東

京国道工事事務所及び東京都等の関係機

関を含めた「自転車道網検討委員会」を

設置し、今後の都市における日常的な交

通手段として、自転車の利用促進を図る

ため、自転車が快適かつ安全に走行でき

る空間の整備に向けた基本計画としてま

とめたものです。 

この計画に基づく、区道の回廊路線は

2014（平成26）年度に整備を完了しま

した。計画策定から10年以上が経過して

おり、当時と整備についての考え方も変

わってきているため、今後は新たな自転

車ネットワーク計画を策定し、その計画

に基づいて整備を行っていく予定です。 

（13）ＬＥＤ街灯 

 街灯の更新 

板 橋 区 基 本 計 画 2025 に 基 づ き 、

2016（平成28）年度から区街灯の大規

模更新を行っています。計画を通じて

「①老朽化した街灯の建替更新による道

路安全性の向上及び維持管理の適正化、

②LED導入による環境問題対応、③最新

型のＬＥＤ器具・柱・アーム等を用いて

道路・地域景観と調和して”光による魅

力創出”」を実現できるLED街灯の検討

・導入を進めています 

 LEDの特徴 

LEDは、従来の水銀ランプや蛍光ラン

プに比べて、少ない電気(1/3～1/5程度)

で同じ明るさが得られます。寿命も従来

の3〜5倍程度と長く、ランプ切れの頻度

が減少します。水銀を使わないLEDは、

水銀による環境汚染を防ぐことにもつな

がります。また、街灯を設置する区道は

①道路、②生活道路、③その他の道路に

分類し、それぞれの道路に必要となる性

能を満たした上で、光による魅力創出に

も貢献するＬＥＤ街灯を設置しています。 

 LED更新の効果 

計画第一期 (2016（平成28）年度 -

2018（平成 30）年度 )の事業量は計

9,000基でした。老朽化対策の課題に対

処するため、可能な限り上乗せ執行を行

い計13,964基 (155%)のLED更新を実

現しました。更新による電気使用に伴う

二酸化炭素の削減想定値は下表のとおり

です。 

 

 

 

 2016年度 2017年度 2018年度 

LEDの更新数 1,710基 4,369基 7,885基 

（うちLED道路照明） － － 189基 

（うちLED生活道路照明） 1,710基 4,369基 7,696基 

二酸化炭素の削減想定値 

[t-C02] 

2017年度見込 

226[t-C02] 

2018年度見込 

580[t-C02] 

2019年度見込 

1,256[t-C02] 

※第一期計画（いたばしno.1実現プラン2018)の成果は、広報いたばし及びwebにて掲載  
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４ 区におけるスマートシティへの取り組み

（１）「板橋区スマートシティ推進方針」

区民・事業者を含めた多様な主体にお

ける様々な分野の施策・事業において、

スマートシティの考え方に基づいた取り

組みが推進されることを目的として、

2017（平成29）年3月に「板橋区スマ

ートシティ推進方針」を策定しました。 

この推進方針は、6つの方向性と、それ

を支える手段を示しています。これに基

づき、区の特性を踏まえ、既成市街地の

再生と地域価値の向上を図るプロジェク

トを生み出し、環境、防災・減災、健康

・福祉、教育・保育などの側面を包括し

た「板橋区らしいスマートシティ」の実

現につなげていきます。 

 

 

図2-1-15 板橋区スマートシティのめざす概ね10年後の将来像と 

それを支える3つの着眼点 
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（２）板橋区らしいスマートシティの実現に向けた取り組み

2013（平成25）年度以降のスマート

シティに関連する主な取り組みについて

紹介します。 

 一般家庭への取り組み 

Ⅰ 家庭の電力使用量見える化実験 

（2014（平成26）年1月～ 

       2017（平成29）年3月） 

国立研究開発法人科学技術振興機構低

炭素社会戦略センターが実施する実証実

験に、板橋区をはじめとする複数の自治

体が参加協力し、関東を中心に全234世

帯（区内では15世帯）のご家庭にスマー

トメータ（電力計測器）を設置して、電

力消費傾向の計測や、各家庭向けにイン

ターネット等を通じた省エネに役立つ情

報を発信するなどの実験を行いました。

この実験を通じて、家庭で無理のない省

エネ・節電にはどのような情報発信等が

効果的かなどについて検証しました。 

Ⅱ HEMS導入助成事業 

（2014（平成26）年度～） 

一般家庭向け補助事業（新エネルギー

・省エネルギー機器等導入補助金制度）

の対象機器に、家庭でのエネルギー使用

状況を“見える化”したり制御したりす

ることができるHEMS（Home Energy 

Management System）を、2014（平

成26）年度に追加しました。   

図2-1-16 6つの推進方針とそれを支える手段 
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Ⅲ 集合住宅のスマート化事業 

【区営高島平七丁目アパート】 

（2015（平成27）年11月～） 

民間事業者の活力を得て、区営高島

平七丁目アパート自治会及び住民と区

との協働により、集合住宅にMEMS

（ Mansion Energy Management 

System）やスマートメータなどを導

入し、電力の“見える化”や見守りサ

ービスを行うなどして省エネ効果等の

検証を行っています。2015（平成

27）年11月に民間事業者、自治会、

区の三者で協定を締結し、同月末より

運用を開始しました。 

 公共施設における取り組み 

Ⅰ DR（デマンドレスポンス）サービス事業 

【リサイクルプラザ・保健所】 

（2014（平成26）年度～2017（平成

29）年度） 

DRサービス事業者が中小規模事業所等

を対象に提供している成功報酬型のDRサ

ービス事業で、板橋区立リサイクルプラ

ザ及び板橋区保健所の2施設で導入しま

した。このサービスは、最大需要電力の

抑制（ピークカット）や電力使用量の削

減をDRサービス事業者が支援するもので、

支援に必要な機器や通信費はDRサービス

事業者が負担し、節電によって得られた

コスト削減部分を施設側とDRサービス事

業者側がシェア（共有）するものです。

このサービスの導入により、ピークカッ

トによる基本料金の削減や節電による使

用電力量が削減され、CO2排出量の削減

にもつながりました。 

Ⅱ 行政財産の有効活用（屋根貸し）による 

太陽光発電事業【リサイクルプラザ】 

（2014（平成26）年度～） 

通常は活用されていない区施設の屋根

・屋上に、太陽光発電設備を設置するこ

となどを条件に、再生可能エネルギーの

固定価格買取制度の調達期間である20年

間を発電期間として民間事業者に貸付け

るもので、現在、板橋区リサイクルプラ

ザで実施しています。設置及び維持管理

の経費は民間事業者が負担し、売電収入

を民間事業者の利益としています。民間

事業者との協定に基づき、災害時には発

電した電力を設置施設に供給できるよう

にしています。 

  

図2-1-17 実施体制 

■ 太陽光発電システムの設置が完了した 

リサイクルプラザの屋上の様子 
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 検討調査等 

Ⅰ 板橋区スマートシティ検討調査 

（2013（平成25）年度） 

「東京で一番住みたくなるまちの実現」

に向けて、これからのまちづくりや関連

する計画等を策定する際の基礎資料とす

るため、区におけるスマートシティの展

開可能性について調査しました。この調

査結果は、2016（平成28）年度に策定

した「板橋区スマートシティ推進方針」

の基礎資料として活用されました。 

Ⅱ 大都市圏における「BCP対応型自立分散 

エネルギー供給システム」の導入可能性 

調査（2013（平成25）年度） 

一般社団法人都市環境エネルギー協会

が、東京圏、中部圏、関西圏のそれぞれ

特色ある地域をモデルとして取り上げ、

BCP対応型自立分散エネルギー供給シス

テムの導入検討調査を実施したものです。

東京圏では「高島平駅周辺部地区」が対

象となり、板橋清掃工場のごみ焼却熱の

活用とBCP対応型自立分散エネルギー供

給システム構築の可能性等について調査

しました。区は、本調査の検討委員会委

員として参加しました。 

Ⅲ 都市アップデート型スマートコミュニティ 

事業可能性調査（2013（平成25）年度） 

大山駅東地区において、既成市街地で

の再開発等による“アップデート”の機

会を捉えたスマートコミュニティ事業構

築の可能性について調査したものです。

小中学校や集合住宅等へのEMS（Energy 

Management System）導入効果などに

ついて、事業採算性等を調査しました。

本調査は、民間コンサルタント業者等が

「スマートコミュニティ構想普及支援事

業費補助金」（経済産業省）を活用して

実施したもので、区は、検討委員会の委

員として参加しました。 

Ⅳ 大都市圏における「BCP対応型自立分散 

エネルギー供給システム」の導入可能性調

査（2014（平成26）年度） 

一般社団法人都市環境エネルギー協会

が、2013（平成25）年度に引き続いて

実施した検討調査で、東京圏では「大山

駅周辺地区」が対象となり、区役所や大

規模病院等の公共施設を対象に、コージ

ェネレーション（熱併給発電）システム

導入による建物間のエネルギー融通等に

ついて、事業化可能性を調査しました。

2013（平成25）年度と同様、区は、検

討委員会の委員として参加しました。 

Ⅴ 地域コミュニティ主導型エリア・エネルギ

ーマネジメント事業・事業化可能性調査 

（2015（平成27）年度） 

地域コミュニティとして普遍性の高い

「商店街」における地産地消型エネルギ

ーマネジメント事業を実現し、全国どこ

にでもある街への普及展開モデルの構築

をめざすことを目的に、ハッピーロード

大山商店街「まちづくり大山みらい株式

会社」を核とした、地域新電力事業、エ

リアマネジメント事業、面的エネルギー

事業等の事業化可能性について調査しま

した。本調査は、経済産業省資源エネル

ギー庁が公募を行った「地産地消型再生

可能エネルギー面的利用等推進事業費補

助金」に対して、まちづくり大山みらい

（株）をはじめとする民間事業者4者と

区が共同で申請し、採択されて実施した

ものです。なお、この調査をきっかけと

して、まちづくり大山みらい（株）が、

調査検討項目の一部である地域新電力事

業を立ち上げ、「大山ハッピーでんき」

として事業を開始しています。 
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 「事業提案制度」 

「板橋区スマートシティ推進方針」の

趣旨に沿った取り組みを早期に実現する

ため、民間事業者などから事業やアイデ

アの提案を募集する「事業提案制度」を、

2017（平成29）年8月から開始しまし

た。民間事業者などが実施しようとする

取り組みやアイデアを募集し、区やスマ

ートシティ推進協議会と一緒になって知

恵や力を合わせ、スマートシティの推進

を目指して取り組んでいきます。 
  

気候変動×防災 

近年、気温上昇や豪雨、大規模森林火災などの異常気象による自然災害が世界規模で激甚

化しており、日本国内においても豪雨による土砂災害、記録的な猛暑、大型台風の襲来は多

くの犠牲者をもたらし、生活、社会、経済に多大な被害を及ぼしました。今後、地球温暖化

の進行に伴い、このような豪雨や猛暑などの異常気象の頻度や強度が増すことで、引き起こ

される自然災害のリスクは更に高まることが予測されています。 

気候変動対策は、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を抑制する「緩和」と、既

に起こりつつある、あるいは起こりうる温暖化の影響に対して、自然や社会のあり方を調整

する「適応」の両輪で考えていく必要があります。温室効果ガス排出抑制により自然災害の

リスクを低減することを「緩和」とすれば、「適応」の一つの取り組みとして自然災害に備

えるための防災対策が挙げられます。 

2019（令和元）年に相次いだ自然災害では、電気自動車（EV）の活用や再生可能エネル

ギーなどの環境型設備を導入した施設において長期停電を免れた事例がありました。このよ

うに、平常時はCO2を削減しつつ、非常時にも一定のエネルギーを供給することができる防

災機能を発揮する設備の導入は、「適応」と「緩和」の両面を兼ね備えたものとして注目さ

れています。2020（令和2）年度の環境省におけるエネルギー対策特別会計を活用した温室

効果ガス削減施策においても、「気候変動×防災」を大きな柱に掲げ、災害時にも避難施設

等へのエネルギー供給が可能な再生可能エネルギー設備等の導入支援事業など、前年度を上

回る予算規模で施策の強化が図られています。 

また、健全な生態系が有する防災・減災機能を積極的に活用して災害リスクを低減させる

「Eco-DRR（Ecosystem-based Disaster Risk Reduction）」についても、防災・減災と

気候変動適応の双方を達成するアプローチの一つに挙げられます。適切に森林を管理するこ

とは豪雨による斜面崩壊、暴風、洪水による被害に対する防災・減災機能を保ちつつ、温室

効果ガスの吸収により気候変動緩和に貢献します。 

さらに、台風・豪雨等の災害発生後、復旧・復興に向けて最初に大きな課題になるのが災

害廃棄物処理です。災害廃棄物は廃材や使用できなくなった家具・家電等で、種類が多くか

つ膨大であるため、時間の経過とともに衛生環境にも悪影響を及ぼし、住民の健康や安全確

保のためにも迅速な処理が求められます。各自治体においては、災害廃棄物処理計画の策定

による実践的な体制づくりが重要となります。 

SDGs（持続可能な開発目標）においても、気候変動対策を求めたゴール13（気候変動に

具体的な対策を）で「気候関連災害や自然災害に対する強靱性と適応力を強化する」という

目標を掲げており、気候変動対策と防災の両立を呼びかけています。 

更なる地球温暖化の進行により、私たちの身近に深刻な自然災害が今後も起こり得ること

を自覚し、日頃からの災害への備えと、被害を軽減するための脱炭素社会の実現の重要性に

ついて考えていくことが必要です。 
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第４節 板橋区環境マネジメントシステム 

１ 板橋区環境マネジメントシステムとは 

（１）環境マネジメントシステムの必要性  

地球環境問題に配慮し、持続可能な発

展をしていくためには、経済活動のあら

ゆる局面で環境への負荷を減らす必要が

あります。組織や事業者が、その活動全

体にわたり、積極的に環境保全の取り組

みを進めていくことが求められ、環境マ

ネジメントは、有効なツールとして挙げ

られています。 

環境保全に対する様々な規制や要請は、

今後ますます強化されると予想されてお

り環境マネジメントにより体系的に取り

組むことがより必要となります。 

環境マネジメントに取り組む（＝省資

源や省エネルギーを進める）ことは経費

節減にもつながり、さらに組織内部の管

理体制の効率化にも効果があると言われ

ています。 

板橋区は、1993（平成5）年に全国に

先駆けて「エコポリス板橋」環境都市宣

言を行いました。これは、環境にやさし

い暮らし方や事業活動を進めながら、か

けがえのない地球環境を子孫に引き継い

でいくために、人と環境が共生する都市

「エコポリス板橋」の実現をめざして宣

言したものです。 

1995（平成7）年に環境教育・環境情

報の拠点として、エコポリスセンターを

開設し、1999（平成11）年には、東京

都内の自治体でははじめて ISO14001の

認証を取得しました。2001（平成13）

年12月には、教育現場である小中学校及

び幼稚園に認証を拡大し、東京都の清掃

事業が特別区に移管されたことに伴い、

2003（平成15）年12月に清掃事務所

へ認証を拡大しており、これにより区内

の全施設で、認証を取得しております。

2005（平成17）年度には ISO14001: 

2004年版へ、2016（平成28）年度に

は ISO14001:2015年版への移行登録を

行いました。 

（２）環境マネジメントシステムと 

法令等の関係性 

法令等により、国や都に対して報告や

管理が義務とされているものがあります。

環境マネジメントシステムを運用するこ

とにより、法令順守をチェックする機能

があります。そのため、環境マネジメン

トシステムを維持・運営することは大変

重要だと言えます。 

（３）ISO14001とは 

ISO14001は、企業や自治体などの組

織が、自らの活動から生じる環境への影

響を自主的かつ継続的に改善していくた

めの経営のやり方や仕組み（マネジメン

トシステム）を定めた国際標準規格です。  

環境マネジメントシステムの構成は、

PDCAサイクルを基本としています。 

Plan （計画）したものを 

Do （実施）し、これが適切に 

運用されているか 

Check （点検）し、不適合な点に 

ついて 

Act （見直し）を行う 

 

これを繰り返すことで、継続的な環境

負荷の削減を図れるような組織体制にす

るためのマネジメントシステムと言えま

す。 
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２ 環境監査 

（１）内部環境監査 

常勤監査委員を主任環境監査員とする

内部環境監査チームにより、自主的な内

部環境監査を実施しました。2018（平

成30）年度は「年間監査計画」に基づき、

8月23日から9月5日の間に106課（所）

・施設等の監査を行い、マネジメントシ

ステムの実施状況を点検し、改善が必要

な課（所）・施設等には監査指摘を行っ

ています。なお、指摘を受けた課（所）

・施設では是正完了を主任環境監査員に

提出し、適切に是正措置をとったことを

報告しています。 

また、前年度に指摘を受けた課（所）

・施設等には、必ず翌年度の内部環境監

査の対象施設（重点監査区域）として、

監査を行っています。 

（２）外部審査 

登録審査機関によって実施される外部

審査（定期審査）を2018（平成30）年

11月12日から11月14日まで受審しま

した。審査機関からの指摘事項はありま

せんでした。 

区の事務事業の具体的な取組は、板橋

区環境マネジメントシステムに沿って進

められており、組織によって適宜システ

ムの見直し、継続的改善が図られており、

環境マネジメントシステムが組織によっ

て活用され、組織の活動に寄与しており、

PDCAサイクルに基づき、環境マネジメ

ントシステムが維持されていると判断さ

れました。 

３ 各課・施設における環境に 

配慮した活動 

各課、施設における環境に配慮した活

動について、内部環境監査、外部審査で

調査した結果をいくつか紹介します。 

○エコポリス板橋徳丸地区環境行動委員

会において、小学生による省エネ促進

ポスターを施設内に掲示し利用者の意

識啓発を促進している。（最寄りの東

武練馬駅にも掲示依頼をしている。）

（徳丸地域センター） 

 

○環境教育・訓練では、講義形式で一方

的に説明するのでなく、穴埋め問題を

作成して解いてもらうなど、全職員に

対して環境に関する意識啓発を行って

いる。（障がい者福祉センター） 

 

○職員向けにチラシ「環境にやさしい保

育園づくり」を不定期に発行し、ごみ

の排出量や光熱水費の現状、ごみの分

別方法やその時々で注意してほしい事

象などを周知し、環境保全活動に対す

る意識づけのタイミングとしている。 

（大山西町保育園） 

 

○東京都水道局職員による「水道キャラ

バン」を活用した。（桜川小学校） 

４ 環境目標について 

板橋区環境マネジメントシステムでは、

環境方針に従い、環境保全活動を継続的

に推進するために、環境目標を定めてい

ます。 

「環境保全項目」は環境を良好にして

いくことを促進する事業、「環境負荷項

目」は環境への負荷を低減させていく事

業により、構成されています。板橋区は

環境に対し良いものは伸ばし、悪いもの

は減らすという相乗効果を図り、継続的

改善に取り組んでいます。 

報告対象期間の実績値などは、環境保

全項目・環境負荷項目に設定されたそれ

ぞれの環境目標に従い、進行管理されて

います。  
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５ 環境目標の2018（平成30）年度実施結果について

（１）環境保全項目（環境を良好にして 

いくことを促進する事業） 

環境目標の活動指標において平成28・

29・30年度をとりまとめた数値目標の

ある項目についての下表のとおりです。

未達成事業に関しては、目標に向けた改

善策をとる必要があります。  

 

※詳細は「６  環境保全・負荷項目詳細」参照  

（２）環境負荷項目（環境への負荷を 

低減させていく事業） 

数値目標のある9項目について2018

（平成３０）年度実績の評価を行い、目

標達成は4項目、非達成は5項目となりま

した。未達成項目に関しては、各実行部

門において、内部環境監査や自己点検リ

スト・EMSツール等の活用を通じて、要

因を分析するとともに、目標に向けた取

り組みを継続的に実施していく必要があ

ります。 

 

※詳細は「６ 環境保全・負荷項目詳細」参照  

（３）その他 

2018（平成30）年度実施結果をもと

に、「エネルギーの使用の合理化等に関

する法律（省エネ法）」に基づく「定期

報告書」及び「都民の健康と安全を確保

する環境に関する条例（東京都環境確保

条例）」に基づく「地球温暖化対策報告

書」を作成し、国及び東京都に提出して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成28・29・30年度 

達成 9項目 

非達成 9項目 

合  計 18項目 

達成 

●自動車燃料のエネルギー使用量 

●上水道の使用量 

●一般廃棄物の排出量 

●新規熱帯材型枠使用抑制 

非達成 

●施設のエネルギー使用量 

●電気の使用量 

●都市ガスの使用量 

●産業廃棄物の排出量 

●温室効果ガス排出量 
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指標

目標値

(いたばしNo.1実

現プラン2018の3

か年目標値)

目標

年度

平成28-30年度

実績
達成/非達成

太陽光発電

169件
非達成

燃料電池

 382件
非達成

蓄電池 39件 非達成

HEMS 65件 非達成

断熱住宅化補助

140件
達成

集合住宅共用部

LED　 195件
達成

太陽光発電

０件
非達成

省エネ設備

37件
達成

街灯の更新 9,000基
平成30

年度

土木部（工

事課）
14,022基 達成

自転車駐車場の

整備か所数

整備・改修　３か

所

平成30

年度

土木部（交

通安全課）
6か所 達成

商店街街路灯の

LED化の助成件

数

19団体
平成30

年度

産業経済部

（産業振興

課）

3団体 非達成

循環型社

会の実現

適正で効率

的なこみ収

集・処理体

制の構築・

運用

不燃ごみの資源

化（資源化率）
90%

平成30

年度

資源環境部

（資源循環

推進課）

91.4% 達成

保存樹木指定本

数
150本

平成30

年度

土木部（み

どりと公園

課）

92本 非達成

公園の新設

史跡公園整備準備

既設公園増設設計

１か所

平成30

年度

土木部（み

どりと公園

課）

不動産鑑定

2か所
達成

改修工事

9か所
達成

改修設計

6か所
非達成

バリアフリー化

7か所
達成

雨水の浸透と利

用（貯留タンク

設置助成）

60個
平成30

年度

資源環境部

（環境政策

課）

50個 非達成

土木部（み

どりと公園

課）

平成28-30年度目標値に対する実績

自然環境

と生物多

様性の保

全

板橋らしい

良好な緑や

水資源の保

全・創出 公園の改修

改修　７か所

バリアフリー化

９か所

平成30

年度

資源環境部

（環境政策

課）

新エネルギー・

省エネルギー機

器設置助成件数

（事業所用）

太陽光発電　３件

省エネ設備　30件

平成30

年度

資源環境部

（環境政策

課）

脱炭素社

会の実現

区民・事業

者における

省エネ・再

エネの推進

新エネルギー・

省エネルギー機

器設置助成件数

（住宅用）

太陽光発電 375件

太陽熱温水 ６件

※1

燃料電池 450件

蓄電池 90件

HEMS 300件

断熱住宅化補助

90件

集合住宅共用部

LED　 15件

平成30

年度

建物や交通

などインフ

ラの低炭素

化の促進

環境目標

めざ

す方

向性

実行部門

基本目標・環境施策

６ 環境保全・負荷項目詳細 

(１）環境保全項目（環境を良好にしていくことを促進する事業）の実施結果 

数値目標が立てられている環境目標の結果について、平成28・29・30年度の実績を

まとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1太陽熱温水は平成29年度から、いたばし№１実現プラン2018の年度別の計画事業量から外している。 
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（２）環境負荷項目（環境への負荷を低減させていく事業）の実施結果 

環境負荷項目のうち、数値目標が立てられている環境目標の結果について、2018（平

成30）年度の実績をまとめました。2014（平成26）年度を基準とし、2018（平成

30）年度までに達成すべき目標を設定しています。 

 

 

a b c d e f

基準年値

（26年度）
目標

目標値

=a+a×b

28年度

実績値

29年度

実績値

30年度

実績値

使用量

単位：GJ
595,055 -4.0% 571,253 611,617 600,040 613,786

電気
使用量

単位：千kWh
46,345 -3.8% 44,584 47,655 47,749 47,774

都市ガス
使用量

単位：千㎥
3,171 -4.2% 3,038 3,249 3,387 3,275

使用量

単位：GJ
12,038 -1.0% 11,917 12,257 11,806 11,192

ガソリン 使用量 単位：L 103,235 － － 94,914 90,671 83,248 -8.2% -19.4%

軽油 使用量 単位：L 125,235 － － 140,831 149,839 143,569 -4.2% 14.6%

LPG 使用量 単位：kg 6,209 － － 4,682 5,394 0 -100.0% -100.0%

天然ガス 使用量 単位：㎥ 78,829 － － 79,531 63,129 66,643 5.6% -15.5%

使用量

単位：千㎥
1,173 -4.0% 1,126 1,202 1,131 1,094

排出量

単位：ｔ
399 -5.0% 379 308 307 559

排出量

単位：ｔ
2,724 -1.0% 2,697 2,520 2,458 2,429

30,772 -3.8% 29,603 30,887 30,115 30,248

30,154

熱帯材

型枠
10% 以下

省エネル

ギーの推

進

エネルギー

（自動車以

外）

2.3% 3.1% 非達成

0.1% 3.1% 非達成

-3.3% 3.3% 非達成

環境目標

個　　別　　結　　果

前年度比

増減率

=(f-e)/e

基準年値比

増減率

=(f-a)/a

実績

達成（

参

考

）

（

参

考

）

（

参

考

）

-1.2% -10.8% 達成一般廃棄物

達成

非達成

自動車の

使用抑

制・合理

化

自動車燃料

のエネル

ギー

-5.2% -7.0%

省資源・

リサイク

ルの推進

上水道 -3.3% -6.7%

産業廃棄物 81.9% 40.0%

温室効果ガス排出量※

単位：ｔ-CO2

0.4% -1.7%
非達成

板橋区の森のCO2吸収量「約94t-CO2/年」を考慮した場合 － -2.0%

環境目標 目標 28年度実績 29年度実績 30年度実績 実績

新規熱帯材型枠使用抑制

単位：%
1.2% 5.0% 1.0% 達成
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第５節 環境の保全と産業の振興 

１ 環境経営の推進 

（１）企業の環境マネジメントシステム 

構築・維持支援 

区と板橋環境管理研究会では、区内事

業所に対して、環境マネジメントシステ

ムの構築・維持に関し様々な支援事業を

行っています（表2-1-2）。 

（２）板橋エコアクション 

地球温暖化問題など世界的に環境に対

する関心が高まる中で、組織等が自主的

に環境に配慮した行動を行い、環境負荷

を低減する活動の重要性が高まりました。  

板橋区は、2005（平成17）年度に費

用・体制などの面から負担が大きい中小

企業や一般家庭向けの板橋区独自のEMS

を構築し、EMSに適合する者を審査・認

定する制度を開始しました。 

2008（平成20）年度には制度を「板

橋エコアクション2008」に改正しまし

た。制度の重点を審査・認定から活動支

援に軸を移し、対象者を組織（事業者等）

に限定するとともに、支援体制の拡充を

図りました。 

 板橋エコアクション2008(IEA2008) 

2008（平成20）年4月から、事業者

がマネジメントの考え方で環境に配慮し

た活動を継続実施する中で、新たなライ

フスタイルを確立し定着につなげていく

新制度に移行しました。また、事業者の

自主的活動を支援する観点から、事業者

が作成する書類（エコレポート）はマネ

ジメントシステムが要求する機能を各シ

ートに分類・整理したものに一新しまし

た。これによってエコレポートは、板橋

区と事業者がコミュニケーションを図る

ためのツールとなりました。 

また、板橋区は活動主体である事業者

の自主的活動を外部からサポートするた

めに、環境政策課内に板橋エコアクショ

ン事務局（以下「事務局」という。）を

設置しました。事業者は1年を単位に活

動し、各年度終了後にその内容をエコレ

ポートにまとめ、事務局に提出します。

事務局は、エコレポート等により活動内

 （１） 情報提供 

     ・最近の環境問題の話題、環境法令の改正の動向、技術資料、環境マネジメントシステムの 

情報等を提供 

     ・環境管理ニュース（Ａ4版、4～８ページ）毎月１回発行 

 

（２） 研修会・見学会 

     ・公害防止、環境管理のための研修会等の実施 

     ・研修会年３回、見学会年1回 

  

（３） 環境マネジメントシステム構築・維持支援 

     ・環境マネジメントセミナー 

     ・騒音・振動測定講習会 

  

（４） その他の事業 

     ・検定・検査済み騒音計・振動計・記録計の貸出 

     ・ＩＳＯ（9001、14001、22000、27001等）取得助成金 

（上限20万円：(公財)板橋区産業振興公社） 

表2-1-2 環境マネジメントシステム構築・維持支援 
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容を確認、活動実績に対して評価・コメ

ントを行い「活動確認書」を交付してい

ます。 

 エコアクションの流れ 

事業者は環境との関わりを調べ、目標

（どのようにしたいか）を定め、下図の

流れで活動を進めていきます。 IEA2008

はこの活動を繰り返し、より目標に近付

ける仕組みを採り入れています。また、

事業者が能力に応じた自主的活動を行う

ためにマネジメントシステムの構築まで

の目安として実践項目を3種類に整理し、

事務局はこの段階に応じた活動支援を行

っています。 

 活動書交付事業者数 

参加事業者180社のうち66社に対して、

新制度に基づく確認書を交付しました。

（平成30年3月末時点） 

（３）ISOシリーズ取得助成事業 

区では、区内の中小企業が、 ISOシリー

ズ (9001、14001、22000、27001

等 )を取得する際に必要となる経費の一部

を助成する補助金事業を1999（平成11）

年から順次実施しています。この制度は、

中小企業の環境・品質管理体制の整備を

促進し、経営基盤を強化することにより、

区内産業の振興を図ることを目的として

います（表2-1-3、2-1-4）。 

 
ISO9001 ISO14001 ISO22000 ISO27001 

企業数 交付額(円) 企業数 交付額(円) 企業数 交付額(円) 企業数 交付額(円) 

平成22年度 2 808,000 2 896,000 0 0 0 0 

平成23年度 1 500,000 0 0 0 0 0 0 

平成24年度 2 841,000 0 0 0 0 0 0 

平成25年度 4 2,773,000 2 877,000 0 0 1 486,000 

平成26年度 1 124,000 2 948,000 0 0 1 500,000 

平成27年度 3 1,397,000 1 177,000 0 0 0 0 

平成28年度 1 448,000 0 0 0 0 1 50,000 

平成29年度 4 215,000 0 0 0 0 0 0 

平成30年度 2 386,000 1 200,000 0 0 1 200,000 

対象企業 

① 中小企業基本法第2条に規

定する中小企業者等。 

② 板橋区内に本社または事

業所を有し、事業を営んでい

ること。 

補助対象経費 

内部監査員養成費用、コンサ

ルタント委託料、審査登録費用

等、取得に係る全ての経費。 

補助金の額 

① ISOシリーズ認証取得に係

る総経費の3分の1以内、20

万円を限度とする。 

② 平成31年度予算：60万円 

1（Plan) 2（Do)

改善のためのテーマ
と、達成のための計画
を作り

ルールにして実行する

4（Act) 3（Check)

振り返り、見直しをす
る

（活動が進んだら）確
認をして

レベルＡ

実践項目 状況整理と決定 状況分析と対応 マネジメントの実践

具体的内容

エネルギー使用量の把握
廃棄物排出量の把握

エコアクション項目の決定

現状把握と目標設定

法律・条例との関係チェック
外部との関係把握

リスク分析

影響確認

順守評価
教育・訓練、コミュニケーション

点検・見直し

変更の必要性の評価

レベルＣ

レベルＢ

表2-1-3 ＩＳＯ取得助成事業 

表2-1-4 ＩＳＯ取得助成事業実績 
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（４）環境経営の推進 

2016（平成28）年度から2018（平

成３０）年度は、環境の視点に立った経

営改善をサポートする環境経営支援事業

を行いました。 

事業所のCO2削減対策実行支援事業  

区では、地球温暖化の原因とされる温

室効果ガス排出量の削減に向けた、区民

・事業者・区の各主体の協働による取組

を推進しています。CO2やコスト削減を

目的として、事業所の実情に応じた経営

体質の改善や強化を支援するアドバイザ

ーを無料で派遣しました。 

 

（５）板橋環境管理研究会 

「板橋環境管理研究会」は、 2001

（平成13）年6月、「板橋公害防止管理

者研究会」の名称・規約等を改正し新発

足しました。板橋公害防止管理者研究会

は、1978（昭和53）年4月に（社）板

橋産業連合会の内部組織として発足し、

板橋区内の工場・事業場の公害防止管理

者や環境保全担当者の自主研究組織とし

て、区と連携しながら活動してきました。

活動は、環境情報の発信としてのニュー

スや情報誌の発行、定期的な研修会・見

学会等を行い、区内の公害防止管理者の

啓発活動などを行ってきました。 

新発足した「板橋環境管理研究会」は、

従来の「板橋公害防止管理者研究会」の

活動に加え、地域や地球環境問題に寄与

するとともに、環境マネジメントシステ

ムの構築・支援をするなど新たな活動を

展開しています。 

  

■訪問セミナー 

■環境管理研究会研修会の様子 
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２ 環境ビジネスの振興 

（１）板橋製品技術大賞 

「板橋区環境関連ビジネス育成ビジョ

ン」に基づき、環境関連産業の振興とと

もに区内中小企業の環境製品及び技術開

発力の向上を促進するため、2000（平

成12）年度から2002（平成14）年度

まで環境製品・技術開発等助成事業を行

いました。そして新たに2003（平成15）

年度から「板橋製品技術大賞」を設け、

区内中小企業の製品及び技術開発力の向

上を図っています。賞の中には環境賞を

設け、環境製品に関する企業へのインセ

ンティブが図られています。2016（平

成28）年度からは対象を環境のみならず、

健康・医療・福祉、防災・安心安全など

の社会的課題に対応した製品・技術に関

してもテーマ賞として表彰しております。

受賞企業並びに製品・技術は、区が積極

的に紹介していきます。 

 板橋製品技術大賞概要 

Ⅰ 対象 

区内に本社又は事業所を有し、事業を

営んでいる個人又は中小企業及びそのグ

ループで、自社開発した新製品又は新技

術を対象とし、市場発表又は販売してか

ら5年以内のものとします。 

Ⅱ 審査基準 

優秀性、新規性、市場性、環境性など 

Ⅲ 賞 

最優秀賞・優秀賞・環境賞・審査委員

長賞・審査委員賞 など 

 板橋製品技術大賞 テーマ賞（環境部門）

受賞製品 

Ⅰ 第8回（2010（平成22）年度）環境賞 

TACO株式会社（高島平）  

「水ミストセミドライ加工ポンプユニット」  

金属切削加工において、微小量の切削

油を加工点に供給するための水ミストセ

ミドライ加工ポンプユニットです。発熱

により寸法精度が得られなかった加工に

対しても、発熱を抑制し容易にセミドラ

イ加工を行うことができます。このシス

テムにより、切削油・消費電力を大幅に

低減することができます。 

Ⅱ 第9回（2011（平成23）年度）環境賞 

サークル株式会社（双葉町） 

「ESM－ECOMO」 

電力・温度の情報を収集し、監視・警

報通知を行うとともに、収集データを分

析したレポートを作成するソフトウェア

製品です。電力の使用状況をブレーカー

ごとに監視することにより、電力の無駄

な利用を見つけることが可能です。LED 

照明などの省エネ機器の導入を検討され

ている企業や自治体などにおいては、機

器の導入前後における実際の省エネ効果

を検証することができます。 

Ⅲ 第10回（2012（平成24）年度）環境賞 

株式会社ダイワハイテックス（坂下） 

「フィルムブックコート eCoaty」 

図書館等に納入する書籍のコーティン

グ作業を簡略化する装置で、誰でも簡単

にフィルムコート作業ができるようにし

た製品です。従来方式（手作業）ではコ

ーティングフィルムに必ず剥離紙が付い

ており、このためフィルムの使用量と同

量の剥離紙がゴミとして出されましたが、

本装置は剥離紙を使用しないので年間で

全国のコーティング作業による剥離紙の

量に鑑みると莫大なゴミの量の削減がで

きます。 

Ⅳ 第11回（2013（平成25）年度）環境賞 

株式会社 琳聡堂（中板橋） 

「HOTデシュラン2」 

炊飯時の蒸気でおかずケースを温め、

炊き立てのご飯と温かいおかずの食事を、
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という前作のコンセプトはそのままに、

フライパン等の追加機能など、前作にお

けるユーザーからの要望を製品化の際に

取り入れ、利便性を高めました。極めて

小電力で調理ができ、食事後の洗いもの

も少ないなど、非常に無駄が少ない環境

性を実現した製品です。 

Ⅴ 第12回（2014（平成26）年度） 

該当製品なし 

Ⅵ 第13回（2015（平成27）年度） 

該当製品なし 

Ⅶ 第14回（2016（平成28）年度） 

持続可能社会貢献賞 

寿堂紙製工業株式会社（弥生町） 

「バナナペーパーの製造技術」 

アフリカのザンビアにてバナナの収穫

後に廃棄されるだけであった「茎」に着

目し、取り出した繊維を越前和紙の紙す

き手法と独自技術で古紙と混合し、家庭

用プリンタなどでの印刷を可能にしまし

た。また、バナナの茎から繊維を取り出

す作業は現地で行い、適正価格で輸入し

ていることから、途上国に新たな雇用を

生み出しています。 

これらの取り組みにより、同社のバナ

ナペーパーは平成28年に紙業界では日本

初となるフェアトレード認証（WFTO／

世界フェアトレード機関）を取得しまし

た。 

 

 

 

Ⅷ 第15回（2017（平成29）年度） 

環境技術賞 

株式会社ワカイダ・エンジニアリング

（坂下３） 「ＷＡＣトルネーダー」 

設置が容易で環境に負荷を与えること

なく排水槽等の臭気の改善が見込めるこ

とが評価されました。従来の曝気装置と

は異なり、空気の力で排水槽内の汚水に

竜巻上の旋回流を発生させて水中の微生

物に物理的な刺激を与え、活性化された

微生物の作用により水質を改善するとい

う装置です。 

この装置を使用した養殖池の水質改善

や土壌改良による無農薬栽培の研究も進

んでいます。 

Ⅸ 第16回（2018（平成30）年度） 

該当製品なし 

（２）環境に配慮した商店街の活動 

板橋区の商店街では、ハード及びソフ

トの両面から環境に配慮した積極的な活

動を行っています。 

Ⅰ 環境配慮型商店街会館の開設 

2002（平成14）年末に、中板橋商店

街振興組合で環境配慮型の会館が完成し

ました。特徴として、①太陽光発電装置

の設置により、光熱水費の一部を賄い、

余剰電力は売電がされること、②大気汚

染浄化や防汚の効果がある光触媒塗料を

外壁タイルに吹き付けてあること、③建

設に際して可能な限り自然素材や再生資

源品を使用していることなどが挙げられ

ます。  
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Ⅱ 商店街街路灯の水銀灯からLED灯への切り替え

多くの区内商店街が、商店街街灯を従

来の水銀灯からLED灯に切り替えていま

す。LED灯の特徴としては、①消費電力

の低減や長寿命化等の維持経費の削減に

なること、②有害廃棄物の削減になるこ

と、③CO2の削減による地球温暖化対策

で社会貢献に役立つことなどが挙げられ、

環境に優しい商店街をめざしています。

【実施商店街】 

2008（平成20）年度  遊座大山商店街（振）  

2009（平成21）年度   蓮根駅前通り商栄会、ハッピーロード大山商店街（振）、

中板橋商店（振） 

2010（平成22）年度  板橋本町商店街組合、上板南口銀座商店街（振）、赤塚一  

番通り商店街（振）、成増商店街（振） 

2011（平成23）年度  成増北口通り商店会、徳丸商店会、下頭橋通り共栄会、常  

盤台平和通り商工会、 

2012（平成24）年度  坂町商店会、大山商和会、富士見通り親交会、板橋イナリ  

通り商店街、徳丸商興会、成増南商店街（振） 

2013（平成25）年度  中板橋駅南口商店街（振）、赤塚銀座会、双葉さくら通り  

商栄会、豊島病院通り商工会、板橋駅前本通り商店街

（振）、新高島平ファミリー名店街 

2014（平成26）年度  南町庚申通り商店会、仲町親和会、エスビー通り親和会、  

上板橋北口商店街（振）、宮の下商栄会、中丸中央通り商

店街 

2015（平成27）年度  愛染商栄会、常盤台中央通り商光会、ニコニコ振興会、小  

豆沢商友会、メトロード西台商店会、高一中央通り商店会、

大谷口中央通り商睦会、えびす通り商店会、幸町商店会、

曙商店会、常盤台南口神社通り商盛会、板橋駅西口商店会、

常盤台銀座商店街（振） 

2016（平成28）年度 蓮根中央商店会、はすねロータス商店会、山中通り睦会 

2017（平成29）年度 ロード大谷口商店会、上之根橋商店会、成増南商店街（振） 

2018（平成30）年度 新板中通り商店会、下赤塚栄通商店会 

Ⅲ 太陽光パネル付LED街路灯への建替え 

2011（平成23）年度に志村銀座商店街振興組合、2012（平成24）年度に板橋中央

通り商店街振興組合、板橋宿不動通り商店街振興組合、常盤台南口商店会が商店街街路

灯を太陽光パネル付LED街路灯及びLED街路灯に建替えました。太陽光パネル付LED街

路灯は、昼間の太陽光を利用して発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間照明や災害時

の非常灯として利用できます。また、太陽光パネル付LED街路灯は、再生可能エネルギ

ーを利用した街路灯です。 


